
いつも新しい流れがある いちかわ

今後の下水道事業の
進め方について

水と緑の部

河川・下水道建設課

令和３年度市川市下水道事業審議会
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下⽔道の役割
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分流式下水道

合流式下水道

下⽔道の種類
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［整備状況（令和２年度末時点）］

T

T
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江戸川左岸処理区
（５，０７７ha）

菅野処理区
（２８２ha）

西浦処理区
（１４８ha）

【汚水事業】
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処理区名
事業計画面積

（ha）
整備面積
（ha）

菅野 282 282

江戸川左岸 2,611 1,996

西浦 126 100

合計 3,019 2,378

市川市の公共下⽔道
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市：汚水適正処理構想
（H28.3）

（施設整備を効率的
かつ適正・確実に
進めるための方針）

内 容 事業期間

（第一優先整備）

臨海部の工業系用途
等を除く市街化区域

令和11年度
まで

（第二優先整備）

臨海部の工業系用途
等・市街化調整区域

令和12年度
以降

国：下水道による汚水処理の10年概成を目指す（H26.1）

▶ 令和11年度末の下水道普及率約97％（現況：75.9％）
▶令和11年度までに残り約1,030haの整備

５

下⽔道整備の⽬標（下⽔道の普及）



下⽔道（汚⽔）の整備状況

令和２年度末
下水道普及率

市川市：75.9％

（参考）
松戸市：87.2％
船橋市：90.0％
浦安市：99.8％

千葉県：75.5％※

※千葉県の普及率はR1末時点

都市計画決定区域

整備済み

未整備（優先整備）

臨海部工業系等地域
６

都計道3・4・18号

矢切幹線

江
戸
川
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市川幹線

外環道路



［地震によるマンホール浮上防止］

［マンホールトイレの設置］

通常時 地震時

［継ぎ手部の可とう化］

浦安市（写真：国交省）

地震対策
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老朽化対策

【市川市の状況】
昭和３６年から菅野処理区着手 処理場昭和４７年供用開始
昭和４７年から江戸川左岸流域下水道事業に着手し、現在整備中

◆事業の背景
・全国の社会資本の老朽化

下水道においても膨大な施設ストックを保有

本市としては、菅野処理区を優先的に実施する

◆事業の目的
事故の未然防止及びライフサイクルコストの最小化

〇菅野処理区 ２８２ｈａ
・菅野処理場
・真間ポンプ場、菅野ポンプ場
・管渠 延長 ： 約６６㎞

（ストックマネジメント計画）
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外環道路

市川南地区

高谷・田尻地区

P

P
P

P

市川南P

大和田P

高谷川排水機場

秣川排水機場

○市川南地区、高谷・田尻地区を整備優先地域に位置付け、
重点的に浸水対策を行っている。
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雨水事業 [整備優先地域]



○見直し内容
・排水系統の強化

1系統→3系統へ
（２ポンプ場を新設）

・排水能力の向上
２３㎥/秒→６０㎥/秒へ
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見直し後

雨水事業（市川南地区）
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雨水事業（市川南地区）



湾岸道路

高谷１号幹線

高谷２号幹線

○江戸川と真間川に挟まれた低地部、約２３８ｈａの区域。
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雨水事業（高谷・田尻地区）


